
 

西区役所令和８年経済センサス-活動調査 会計年度任用職員募集要項 

 

１ 応募資格 

(1) 統計調査に関する仕事に興味がある、または経験があること 

(2) 地方公務員法第 16条に定める採用に関する欠格事由に該当しないこと 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

・横浜市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第五章に規定する罪を犯

し、刑に処せられた者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

２ 求められるスキル 

・統計調査事務に精通し、統計調査の重要性を理解していること。また積極的に事務や調

査員の補助が行えること。 

・任用期間中は非常勤の公務員として、業務上知り得た内容の秘密の保護が義務付けられ

ており、任用期間終了後も守秘義務を負うこと。 

３ 職務内容・勤務条件等 

(1) 職務内容 

令和８年経済センサス-活動調査事務補助 

① 調査員説明会準備補助（4/13から 5/12予定） 

② 調査物品の準備等（4/13から 6/8予定） 

③ 提出受付補助（６月中旬以降を予定） 

④ 調査票点検 （６月中旬から） 

⑤ 審査補助  （６月下旬から） 

⑥ 電話による照会（６月下旬から） 

⑦ 調査票、および提出書類の整理等 

⑧ その他業務遂行上必要があると区長が定めるもの 

⑨ 大規模災害発生時における災害対応業務（基本的に補助的な業務で、勤務時間内の

み） 

(2) 勤務条件 

勤務場所 

（所在地） 

最寄り駅 

横浜市西区役所 

（横浜市西区中央１-５-10） 統計選挙係 

京浜急行「戸部駅」 徒歩８分 

勤務日 雇用主が指定した日 

令和８年４月 13日（月）から令和８年８月 31日（月）の内 10日ほど 

（土、日、祝日を除く週５日以内の勤務、原則、前月末日までに指定） 

勤務時間 午前９時～午後５時（休憩：１時間） 

報酬 10,248円/日 

通勤費用（実費相当額）を別途支給 

休暇 勤務日程により適用あり 

社会保険 勤務日程により適用あり 

   ※その他勤務条件等は、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関連規定に基づきます 



 

(3) 身分 

地方公務員法第 22条２に定める会計年度任用職員 

(4) 任用期間 

令和８年４月 13日（月）から令和８年８月 31日（月）予定（勤務は 10日間ほど） 

４ 募集期間 

令和８年３月５日（木）から３月 12日（木）17時まで 

（窓口受付時間：月曜日～金曜日／８時 45分～17時） 

５ 募集人員 

10 名程度                                 

６ 応募方法 

(1) 提出書類 

「会計年度任用職員申込書（第１号様式）」 

  (2) 提出書類の入手方法 

西区のホームページからダウンロード、または西区役所４階 50番窓口で配付 

(3) 提出先（簡易書留による郵送または持参） 

〒220-0051 西区中央１-５-10 西区役所総務課統計選挙係「令和８年経済センサス-活

動調査 会計年度任用職員採用担当」宛 

(4)  応募期限 

令和８年３月 12日（木）17時 必着 

７ 選考方法等 

書類選考、及び面接 

※面接日時予定は令和８年３月 16日（月）～令和８年３月 23日（月）です。 

※面接の方法については、別途お知らせします。 

８ 合否決定及び採用・不採用通知 

令和８年３月 27日（金）に任用通知発送予定 

※合否に関わらず、通知(郵送)で連絡します。電話でのお問い合わせには応じられません。 

９ 採用予定基準日 

令和８年４月 13日（月） 

10 問い合わせ先 

〒220-0051 横浜市西区中央１丁目５番 10号 

西区役所総務課統計選挙係 大矢、渡辺 

電話 045-320-8316  FAX 045-322-9847 

11 その他 

(1) 合否に関わらず、申込書類は返却できません。あらかじめご了承ください。 

(2) 応募資格にあてはまらないこと、申込書類の記載事項に虚偽または誤りがあることが明ら 

かになった場合は、合格を取り消す場合があります。 

(3) ご提供いただいた個人情報は、選考及び採用に関する事務以外の目的には使用しません。

ただし、採用者の個人情報については、人事情報として使用いたします。 

(4) 本選考により採用する会計年度任用職員の任用については、令和８年度予算が横浜市会に

おいて議決されることを停止条件とします。 


